
     社団法人日本ボランタリー・チェーン協会 
    賛助会員入会規定 

 
 
社団法人 日本ボランタリー・チェーン協会定款 第５条・第６条・第７条及び第８条により次のよ
うに定める。 
 
 
（会員の資格） 
第１条・本会の賛助会員の資格は下記の通りとする。 
      (1) （社）日本ボランタリー・チェーン協会に賛同する法人、団体または個人 

(2) ボランタリー・チェーン化を研究する卸売業または小売業グループ 
但し、ボランタリー・チェーン化後は速やかに正会員に加入するものとする。 
 

（入会手続き） 
第２条・本会に加入しようとする賛助会員は次の手続きを経た後、本会の承認を受けて入会する 
        ものとする。 

(1) 所定の申込書に法人・団体概況書（パンフレット等でも可）を添えて会長に提出しなけ
ればならない。 

(2) 本会に対する代表者として、その権利を行使する者を定め、会長に届け出なければなら
ない。 
また代表者を変更した場合、以後速やかに変更届を会長に届け出なければならない。 
  

（入会の決定） 
第３条・前条(1)の手続きにより入会申込書が会長に提出された場合、理事会においてその 
        諾否を決定し通知するものとする。 
 
（入会日） 
第４条・入会は理事会において承認決定された月日とする。 
 
（会費及び入会金） 
第５条・会費及び入会金は別表の通りとする。 
 
（入会金及び会費の納入方法） 
第６条・入会時の入会金及び会費は入会決定日において速やかに納入するものとする。 
 
（退会手続き） 
第７条・会員を退会しようとするときは事前にその旨をもって会長に届けなければならない 
        但し、その場合、未納会費等の精算を行うものとする。 
        また、本会は既に納入された会費その他拠出金品は返還しないものとする。 
     

以上  
 

 



  

賛助会員入会申込書                            

                                  平成      年     月     日 
（社）日本ボランタリー・チェーン協会 

会長   小川 修司 殿 
 

社団法人 日本ボランタリー・チェーン協会の趣旨に賛同し、協会定款第６条及び入会規定 
第２条により下記書類を添え賛助会員として加入致したく申し込み致します。 

記 
１．賛助会員入会申込書（当紙） 
２． 法人・団体 概況書（パンフレット等でも可） 
３． その他  参考資料 

企業・団体名 
                                         
本社所在地                       
〒 
 
代表者お役職名・お名前    
 
                

 
   ㊞ 

電話番号 ＦＡＸ番号             

ご担当者所属部署名 お役職名                                
 

ご担当者氏名（フリガナ） 
 
 
ご担当者所属部署 所在地 
□ 本社住所と同 
■ 本社と異なる場合 住所  
〒         
                      
ご担当者電話番号 ご担当者ＦＡＸ番号                     

ご担当者メールアドレス  
  
お申込み口数 
                口  年額             円 
                  
※ 会費請求書 送付先 
 
□ 代表宛  □ ご担当者宛  
 
□ その他（経理部等） 
  部署名            担当者お名前 
 
 
                                          



  

 
 別  表 

社団法人  日本ボランタリー・チェーン協会                                
 
          
       
          賛助会員         入会金及び会費 
 
１．本協会定款第７条により、賛助会員の入会金及び会費は下記の通り定める。 
 
 
          （１） 入会金                 ３０，０００円 
 
          （２） 会  費   （ １口 月額  １０，０００円） 
 
              （ １口 月額 １０，０００円とするも、２口以上の協賛を歓迎する） 
 
２．会費の納入方法は次の通りとする。 
 

（１） 原則として半年分を４月１日，１０月１日の２回に納入する。 
 
（２） 納入方法は、口座振替方式（振替手数料は協会負担）、又は銀行口座 

振込方式（振込手数料は会員負担）とする。  
 

                              


